
寒 川 町 例 規 集 管 理 規 程 新 旧 対 照 表  

現 行  改 正 案  

～ 略 ～  ～ 略 ～  

(追 録 の 発 行 ) 

第 3条  例 規 集 は 、加 除 式 と し 、そ の 内 容

を 補 正 す る た め 、 原 則 と し て 、 年 4回 追

録 を 発 行 す る 。  

2 前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、特 に 必 要 が

あ る と き は 、臨 時 に 追 録 を 発 行 す る こ と

が で き る 。  

(管 理 ) 

第 3条  例 規 集 は 、デ ジ タ ル 化 し た 例 規 を

デ ー タ ベ ー ス 化 し て 管 理 す る も の と す

る 。  

2 例 規 集 に 収 録 す べ き 例 規 を 制 定 し 、又

は 例 規 集 に 収 録 さ れ て い る 例 規 を 改 正

し 、若 し く は 廃 止 し た と き は 、そ の 内 容

を 補 正 す る た め 、デ ー タ ベ ー ス を 更 新 す

る も の と す る 。  

(貸 与 の 範 囲 ) 

第 4条  例 規 集 は 、次 に 掲 げ る も の に 貸 与

す る 。  

(1) 部 長 以 上 の 職 に あ る 者  

(2) 文 書 主 管 課 の 長 が 必 要 と 認 め た 課

等  

（ 削 る ）  

(管 理 ) 

第 5条  前 条 第 1号 に 規 定 す る 者 及 び 同 条

第 2号 に 規 定 す る 課 等 の 文 書 取 扱 主 任

(寒 川 町 文 書 取 扱 規 程 (平 成 1 2年 寒 川 町

訓 令 第 1号 )第 6条 に 規 定 す る 文 書 取 扱 主

任 を い う 。 )は 、 貸 与 さ れ た 例 規 集 を 保

管 し 、 丁 寧 に 取 り 扱 わ な け れ ば な ら な

い 。  

（ 削 る ）  

(再 貸 与 等 ) 

第 6条  前 条 の 規 定 に よ り 例 規 集 を 保 管

す べ き 者 (次 項 に お い て 「 保 管 者 」 と い

う 。 )は 、 貸 与 さ れ た 例 規 集 を 紛 失 し た

と き 又 は 著 し く 損 傷 し て 使 用 で き な い

と き は 、直 ち に 文 書 主 管 課 の 長 に そ の 旨

を 報 告 し な け れ ば な ら な い 。  

2 前 項 の 場 合 に お い て 、 保 管 者 は 、 例 規

集 の 再 貸 与 を 希 望 す る と き は 、そ の 旨 の

文 書 を 文 書 主 管 課 の 長 に 提 出 し な け れ

ば な ら な い 。  

3 文 書 主 管 課 の 長 は 、前 項 の 文 書 を 受 け

た 場 合 に お い て 、再 貸 与 す る こ と が 適 当

で あ る と 認 め た と き に 限 り 例 規 集 を 再

貸 与 す る こ と が で き る 。  

（ 削 る ）  



(返 還 ) 

第 7条  第 4条 第 1号 の 規 定 に よ り 例 規 集

を 貸 与 さ れ た 者 は 、退 職 そ の 他 の 理 由 に

よ り 同 号 に 該 当 し な く な っ た と き は 、貸

与 さ れ た 例 規 集 を 文 書 主 管 課 の 長 に 返

還 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 削 る ）  

(貸 与 簿 ) 

第 8条  文 書 主 管 課 の 長 は 、例 規 集 の 貸 与

の 状 況 を 明 ら か に す る た め 、寒 川 町 例 規

集 貸 与 簿 (別 記 様 式 )を 作 成 し な け れ ば

な ら な い 。  

（ 削 る ）  

(委 任 ) (委 任 ) 

第 9条  (略 ) 

 

第 4条  (略 ) 

別 記 様 式 (第 8条 関 係 ) 

（ 略 ）  

（ 削 る ）  

～ 略 ～  ～ 略 ～  

 附  則  

(施 行 期 日 ) 

1 こ の 訓 令 は 、 公 表 の 日 か ら 施 行 す る 。 

(寒 川 町 事 務 決 裁 規 程 の 一 部 改 正 ) 

2 寒 川 町 事 務 決 裁 規 程 (昭 和 53年 寒 川 町

訓 令 第 5号 )の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す

る 。  

  別 表 第 2総 務 部 の 表 総 務 課 の 部 法 制 の

項 課 長 の 欄 中「 、発 行 及 び 加 除 整 理 」を

「 及 び 管 理 」 に 改 め る 。  

 



寒 川 町 事 務 決 裁 規 程 新 旧 対 照 表  

現 行  改 正 案  

～ 略 ～  

別 表 第 2(第 4条 、 第 5条 関 係 ) 

～ 略 ～  

総 務 部  

主

管

課

の

区

分  

決 裁

区 分

 

 

決 裁

事 項  

町

長  

副

町

長  

部

長  

課 長  摘

要  

総

務

課  

議 会  (略 )  

法 制     1 条 例 、規 則 等 の

公 布  

2 例 規 集 の 編 集 、

発 行 及 び 加 除 整

理  

3  他 団 体 の 公 告

の 掲 示  

文 書  (略 ) 

～ 略 ～  

～ 略 ～  

別 表 第 2(第 4条 、 第 5条 関 係 ) 

～ 略 ～  

総 務 部  

主

管

課

の

区

分  

決 裁

区 分

 

 

決 裁

事 項  

町

長  

副

町

長  

部

長  

課 長  摘

要  

総

務

課  

議 会  (略 )  

法 制     1 条 例 、規 則 等 の

公 布  

2  例 規 集 の 編 集

及 び 管 理  

 

3  他 団 体 の 公 告

の 掲 示  

文 書  (略 ) 

～ 略 ～  

 

 


